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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】超音波の周波数を変化させて超音波走査するこ
とで、複数のエコーデータを得て、観察を行える超音波
診断装置を提供すること。
【解決手段】超音波診断装置は、超音波観測部１と、各
種画像処理を行う画像処理部２と、超音波を送受波する
超音波振動子３ａを備えた超音波プローブ３と、超音波
プローブ３を駆動する駆動部４とで主に構成され、超音
波振動子３ａは、駆動周波数を変化させられる広帯域振
動子である。超音波観測部１には、超音波振動子３ａに
対して異なる駆動周波数の超音波を送信するとともに超
音波の反射波を受信する送受信部５と、反射波をエコー
データとして取り込んで記憶するフレームメモリ６等を
備え、システムコントローラ１０によって、送受信部５
で発生させる各種駆動周波数の切り換えが制御されると
ともに、切り換えた駆動周波数とその駆動周波数のエコ
ーデータとがフレームメモリ６に対応して記憶させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波を送受波する広帯域超音波振動子
を有する超音波プローブと、
前記広帯域超音波振動子に付与する駆動周波数を変化さ
せて供給するとともに、この広帯域超音波振動子から発
せられた超音波のエコー信号を受信してエコーデータを
得る送受信部と、
この送受信部で得られたエコーデータを記憶する記憶手
段と、
前記送受信部で発生された駆動周波数の変化を制御する
とともに、この駆動周波数の変化に対応させて前記エコ
ーデータを前記記憶手段に記憶させる制御を行う制御手
段と、
前記記憶制御手段に駆動周波数に対応して記憶されてい
るエコーデータを基に、超音波断層像に生成する画像処
理手段と、
を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は先端に超音波振動子
を設けた超音波プローブを体腔内等に挿入して、被検体
の超音波断層像を得る超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、体腔内等に細い管状の腔内を
超音波走査して、その周辺の断層像を得る装置として超
音波プローブが開発されている。従来の超音波プローブ
ではリニア像、ラジアル像がそれぞれ単独にしか得られ
なかったが、近年は被検体にできている腫瘍などの形状
を把握したり、体積を計測したりできるような３次元像
が得られる超音波プローブの開発の必要性が高まってい
る。
【０００３】このような３次元像が得られる超音波プロ
ーブとして、特開平７－４７０６６号公報には医療診断
に必要な生体のエコーデータが本来有する階調性を保持
しつつ短い処理時間で高精度に生体内部の物体の３次元
表示を行う超音波画像診断装置が示されている。
【０００４】また、特開平９－１０８２１７号公報には
少なくとも電源投入時からソフトウェアが立ち上がるま
での間、確実に超音波プローブを停止させる超音波診断
装置が示されている。
【０００５】これら装置で得られる超音波画像では、周
波数が高いほど分解能が上がって細かな部位の観察が行
え、周波数が低いほど超音波の届く範囲（深達度）が遠
くになって診断できる範囲が広がるという相反する特徴
がある。
【０００６】しかし、前記特開平７－４７０６６号公報
の超音波画像診断装置及び前記特開平９－１０８２１７
号公報の診断装置では単一周波数の超音波プローブを使
用していたので、周波数を切り換えて分解能や深達度の
異なる超音波画像を得ることができなかった。
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【０００７】このため、分解能や深達度の異なる超音波
画像を得るために、周波数の異なる超音波プローブ及び
その超音波振動子を駆動させる駆動装置を備えた超音波
観測部を複数組み用意するようにしていたが、コストが
かかるばかりでなく、検査や保管時の取扱いが煩わし
く、また配置及び収納スペースを多く必要とするという
不具合があった。
【０００８】この問題を解決するため、図１８に示すよ
うに異なる駆動周波数を手動又は周波数識別部からの信
号に基づいて発生させる構造の送受信部を設けた１つの
超音波観測部に対して、それぞれ異なる駆動周波数で駆
動される複数の超音波プローブを設けて超音波診断装置
を構成し、各超音波プローブの基端部に周波数識別部を
設ける一方、この超音波プローブと接続される駆動部に
識別部読み取り部を設けている。
【０００９】このことにより、術者が必要に応じて超音
波プローブを取り替えた際、前記駆動部で超音波プロー
ブの周波数を識別して、超音波観測部からその超音波プ
ローブに対して適切な駆動周波数が出力されるので、超
音波観測部を複数用意することなく、分解能や深達度の
異なる超音波画像が得られる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記図
１８に示した超音波診断装置でも超音波プローブを複数
種類用意しなければならなかった。また、周波数を切り
換えて分解能や深達度の異なる超音波画像を得るために
は、挿入されている超音波プローブを抜去した後、周波
数の異なる超音波プローブを再挿入しなければならな
い。このため、超音波プローブの挿抜に時間を費やして
検査時間が長引くという不具合があった。
【００１１】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、超音波の周波数を変化させて超音波走査すること
で、分解能を優先させたエコーデータや深達度を優先さ
せたエコーデータを得ることによって、より診断に有効
な超音波断層像の表示が可能で、かつ取扱いが容易な超
音波診断装置を提供することを目的としている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】本発明の超音波診断装置
は、超音波を送受波する広帯域超音波振動子を有する超
音波プローブと、前記広帯域超音波振動子に付与する駆
動周波数を変化させて供給するとともに、この広帯域超
音波振動子から発せられた超音波のエコー信号を受信し
てエコーデータを得る送受信部と、この送受信部で得ら
れたエコーデータを記憶する記憶手段と、前記送受信部
で発生された駆動周波数の変化を制御するとともに、こ
の駆動周波数の変化に対応させて前記エコーデータを前
記記憶手段に記憶させる制御を行う制御手段と、前記記
憶制御手段に駆動周波数に対応して記憶されているエコ
ーデータを基に、超音波断層像に生成する画像処理手段
とを備えている。
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【００１３】この構成によれば、超音波プローブを体腔
内に挿入して超音波観察する際、供給する駆動周波数を
異なる駆動周波数に変化させて、それぞれの駆動周波数
の超音波断層像を得て観察を行える。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。図１ないし図１０は本発明の第１
実施形態に係り、図１は超音波診断装置の構成を示すブ
ロック図、図２は超音波プローブと駆動部とを説明する
図、図３は超音波振動子に供給する駆動周波数の変化を
説明する図、図４はモニタ画面上に表示される超音波断
層像の表示例を説明する図、図５は２種類の周波数で得
られた超音波断層像をモニタ上に表示する際のフローチ
ャート、図６は４種類の周波数で得られた超音波断層像
をモニタ上に表示する際の１例を示すフローチャート、
図７は４種類の周波数の超音波断層像を合成することを
示す図、図８はモニタ画面上に表示される超音波断層像
の表示例を説明する図、図９は４種類の周波数で得られ
た超音波断層像をモニタ上に表示する際の他の例を示す
フローチャート、図１０はモニタ画面上に表示される立
体的な超音波断層像の表示例を説明する図である。
【００１５】図１及び図２に示すように本実施形態の超
音波診断装置は、超音波の送受信及びリアルタイムのエ
コー画像（超音波断層像）の表示を行う超音波観測部１
と、この超音波観測部１で得られたエコーデータを基に
各種画像処理を行う画像処理部２と、超音波を送受波す
る超音波振動子３ａを配置した超音波振動子部を先端部
に備えた超音波プローブ３と、この超音波プローブ３を
駆動する駆動部４とで主に構成されている。
【００１６】前記超音波振動子３ａは、駆動周波数を変
化させることが可能な広帯域超音波振動子（以下広帯域
振動子と略記する）であり、供給される駆動周波数が変
化することによって様々な周波数のエコーデータを得ら
れるようになっている。
【００１７】前記駆動部４内には前記超音波振動子部を
回転動作させるためのＤＣモータ４ａと進退動作させる
ためのステッピングモータ４ｂとが設けられており、前
記超音波プローブ３と前記駆動部４とはコネクタ部４ｃ
介して着脱自在に接続されている。そして、前記超音波
プローブ３をコネクタ部４ｃを介して前記駆動部４に接
続して各モータ４ａ，４ｂを駆動させることによって、
前記超音波振動子部が回転及び進退する。
【００１８】前記図１に示すように超音波観測部１は、
前記超音波振動子３ａに対して異なる駆動周波数の超音
波を送信するとともにこの超音波の反射波を受信する送
受信部５と、この送受信部５に受信された反射波をエコ
ーデータとして取り込んで記憶する記憶手段であるフレ
ームメモリ６と、このフレームメモリ６に記憶された例
えば１走査毎の音線データを所望のテレビジョン方式の
画像データに変換するデジタルスキャンコンバータ（以
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下、ＤＳＣと略記する）７と、このＤＳＣ７のデジタル
画像信号をアナログに変換するＤ／Ａ変換回路８と、こ
のＤ／Ａ変換回路８の出力信号を入力してリアルタイム
の超音波断層像の表示を行うモニタ９と、前記駆動部
４、送受信部５、フレームメモリ６等各部の制御を行う
制御手段であるシステムコントローラ１０とで主に構成
されている。このシステムコントローラ１０は、前記送
受信部５で発生させる各種駆動周波数の切り換え制御を
行うとともに、その切り換えた駆動周波数とその駆動周
波数のエコーデータとを対応させて前記フレームメモリ
６に記憶させる。
【００１９】一方、前記画像処理部２は、各種画像処理
等の制御を行うＣＰＵ１１と、各画像処理結果のデータ
等を記録する主記憶装置１２と、前記超音波観測部１か
らの音線データを記憶する画像データ記憶装置１３と、
前記音線データを所望のテレビジョンデータに変換する
ＤＳＣ処理及び輝度値変換処理等の各種画像処理を高速
に行うための演算処理プロセッサ１４と、処理プログラ
ムやバックアップデータ等の情報を記録する外部記憶装
置１５と、コマンド等のデータを入力するキーボード等
の操作用端末１６と、画像領域の設定等に用いられる入
力指示装置である例えばトラックボール１７と、画像処
理後のデータが一時記憶されるフレームバッファ１８
と、このフレームバッファ１８の出力であるデジタル画
像信号をアナログ信号に変換するＤ／Ａ変換回路１９
と、このＤ／Ａ変換回路１９の出力画像信号を入力して
画像処理後の画像表示を行うモニタ２０と、前記画像デ
ータ記憶装置１３に記憶されているデータを交換可能な
媒体に記録する記録装置である例えば光磁気ディスク装
置２２とで主に構成されている。そして、前記画像処理
部２の各部と前記超音波観測部１とは、データ転送バス
２１を介して処理画像データの受渡しが行われるように
接続されている。
【００２０】上述のように構成した超音波診断装置の作
用を説明する。超音波観測を行う際、まず超音波プロー
ブ３を体腔内等に挿入する。そして、超音波振動子３ａ
を被検部位近傍に配置した状態で、システムコントロー
ラ１０からの制御に基づき送受信部５及び駆動部４が駆
動される。すると、超音波振動子３ａは、回転及び進退
移動しながら生体内に超音波を送受波して、生体内の超
音波断層像を得るためのエコーデータが取り込まれてい
く。
【００２１】このとき、超音波振動子３ａの回転移動と
進退移動とを組み合わせた移動１往復をヘリカル走査１
スキャンとし、このヘリカル走査１スキャン毎に、シス
テムコントローラ１０からの指令に基づき超音波振動子
３ａの駆動周波数が変更される。
【００２２】つまり、図３に示すように例えば１回目の
ヘリカル走査スキャンを７．５ＭＨz で行った後、２回
目のヘリカル走査スキャンを行う際には駆動周波数が１
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２ＭＨz に変更され、これが繰り返し行われる。そし
て、それぞれの周波数で得られたエコーデータを周波数
毎に対応させてフレームメモリ６に記憶させる。
【００２３】このフレームメモリ６に記憶されたエコー
データは、ＤＳＣ７に伝送され、Ｄ／Ａ変換回路８を経
てモニタ９にリアルタイムの超音波断層像として表示さ
れるとともに、前記ＤＳＣ７の後段からデジタル信号の
エコーデータが音線データの形で画像処理部２へ伝送さ
れる。
【００２４】そして、画像処理部２へ送られた音線デー
タは、超音波断層像１枚を形成する画像データ毎に画像
データ記憶装置１３に格納される。この画像データ記憶
装置１３に記憶された画像データは、演算処理プロセッ
サ１４によってＤＳＣ処理、輝度値変換処理等の画像処
理が行われる。
【００２５】また、画像処理の結果は、フレームバッフ
ァ１８に送られて一時記憶され、Ｄ／Ａ変換回路１９を
経てモニタ２０へ送出されて画像処理後の超音波断層像
が表示される。つまり、複数種類の駆動周波数のエコー
データは、それぞれ、画像データ記憶装置１３に記憶さ
れ、演算処理プロセッサ１４にてデータの平均化や、合
成等の処理がなされてモニタ２０に超音波断層像として
表示される。
【００２６】つまり、本実施形態の超音波診断装置で
は、超音波振動子３ａで同一被検部位の周波数の異なる
エコーデータを得られるので、周波数の低い超音波断層
像で広範な観察を行え、周波数の高い超音波断層像で詳
細な観察を行える。
【００２７】このことにより、例えば図４に示すように
モニタ２０の画面２０ａにそれぞれの周波数における超
音波断層像を表示するための階層画面及びそれぞれの画
面を呼び出すためのタグスイッチ３１を設けることによ
り、図５のフローチャートに示すように所望のタグスイ
ッチ３１を選択操作することにより、ステップ１、ステ
ップ２の順に現状の超音波走査している周波数の確認を
行いながら該当する周波数の超音波断層像がモニタ画面
２０ａ上に表示される。
【００２８】なお、本実施形態においては駆動周波数を
７．５ＭＨz 、１２ＭＨz としているが、この駆動周波
数に限定されるものではなく、他の駆動周波数である例
えば２０ＭＨz 、３０ＭＨz 等をさらに加えてもよい。
また、これら駆動周波数の組合せも上記に限定されるも
のではなく、それぞれ任意の周波数を適宜組み合わせる
ようにしてよい。また、周波数を変化させるタイミング
も、回転１回（ラジアルスキャン１回）毎であってもよ
いし、超音波の送受信１回（１音線）毎等であってもよ
い。
【００２９】例えば、超音波振動子３ａの駆動周波数が
７．５ＭＨz 、１２ＭＨz 、２０ＭＨz 、３０ＭＨz と
切替え可能な場合には、超音波断層像を得るために、例
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えば図６のフローチャートに示すように超音波プローブ
３から被検部までの距離が例えば、３cm以上では７．５
ＭＨz で得たエコーデータを用い、２～３cmの範囲では
１２ＭＨz で得たエコーデータを用い、１～２cmの範囲
では２０ＭＨz で得たエコーデータを用い、１cm以内で
は３０ＭＨz で得たエコーデータを用いるように、それ
ぞれ表示領域を予め設定して超音波断層像を構築するよ
うに設定しておく。
【００３０】すると、超音波振動子３ａが４種類の駆動
周波数で駆動させることによって、ステップ１１、ステ
ップＳ１２、ステップ１３の順に現状の超音波走査して
いる周波数の確認を行いながら、該当する周波数のエコ
ーデータをフレームメモリ６に記憶するとともに順次更
新していく。そして、図７に示すように７．５ＭＨz、
１２ＭＨz 、２０ＭＨz 、３０ＭＨz の駆動周波数で得
られた超音波断層像を各表示領域毎に一致させて合成・
加算する画像処理を行う。このことにより、図８に示す
ように、各周波数の超音波断層像を領域毎に合成した合
成画像である超音波断層像３０がモニタ画面上に表示さ
れる。
【００３１】このように、超音波プローブに複数の駆動
周波数で駆動される超音波振動子を配置する一方、この
超音波振動子を規則的に周波数を切り換えて駆動させる
送受信部及び制御部を設けることによって、術者は超音
波プローブの抜き差し等を行うことなく周波数の異なる
複数のエコーデータを得て、周波数毎の超音波断層像を
得ることができる。このことにより、術者は、モニタ上
に適宜、所望の分解能又は深達度の超音波断層像を切替
え表示させて観察を行える。
【００３２】また、モニタ上に適宜、異なる周波数の超
音波断層像を切替え表示させる代わりに、周波数毎の超
音波断層像を予め設定した領域毎に合成して表示させる
ことにより、術者は１つの超音波断層像で近い被検部位
を高い周波数で分解能が高く、遠い被検部位を低い周波
数でまんべんなく表示させて、観察性の高い超音波断層
像を得ることができる。これらのことによって、術者の
所望する観察がスムーズに行える。
【００３３】なお、図９のフローチャートに示すように
駆動周波数７．５ＭＨz 、１２ＭＨz 、２０ＭＨz 、３
０ＭＨz のスキャンを全て終了させた段階で、モニタ画
面上に表示されている合成画像である超音波断層像３０
を一気に画像更新して表示する構成にしてもよい。ま
た、図１０に示すように各周波数毎の超音波断層像を表
示させる代わりに、各周波数毎の超音波画像を立体画像
３０ａとして表示する構成であってもよい。このとき、
周波数毎の立体画像をタグスイッチの操作で表示させる
代わりに、周波数毎の超音波断層像の表示する領域を指
定して、複数の周波数で得られた超音波画像を１つの立
体像に合成して表示するようにしてもよい。
【００３４】図１１ないし図１３は本発明の第２実施形
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7
態にかかり、図１１は超音波診断装置の概略構成及び周
波数設定部材と反射型センサとの関係を説明する図、図
１２は周波数設定部材の他の構成例を示す図、図１３は
周波数設定部材の別の構成を示す図である。なお、本実
施形態で使用される超音波観測部は、従来例に示したの
と同様のいわゆる従来型の超音波観測部である。
【００３５】図１１（ａ）に示すように本実施形態の超
音波診断装置は、異なる駆動周波数を手動又は周波数識
別部からの信号に基づいて発生させる構造の送受信部
（不図示）を備え、リアルタイムの超音波断層像の表示
を行う従来型の超音波観測部１Ａと、前記送受信部から
供給される駆動周波数の変化に対応して超音波を送受波
する前記超音波振動子３ａを配置した超音波振動子部を
先端部に備えた超音波プローブ３と、この超音波プロー
ブ３の基端部に位置するコネクタ部３ｂに着脱自在に配
置され、前記超音波観測部１Ａの送受信部から前記超音
波振動子３ａに出力させる駆動周波数を指示する周波数
指定手段である光を反射する反射シール５１を備える周
波数指定部材５０と、この超音波プローブ３の振動子部
を駆動させるとともに、前記周波数指定部材５０に備え
られている反射シール５１によって指示内容を読み取っ
て前記超音波観測部１Ａに指示信号を出力する周波数識
別手段を兼ねる例えば反射型センサ４１を備えた駆動部
４０とで主に構成されている。
【００３６】本実施形態においては、例えば超音波振動
子３ａの駆動周波数は、７．５ＭＨz 、１２ＭＨz 、２
０ＭＨz 、３０ＭＨz と４種類に切り替え可能である。
このため、周波数指定部材５０は４つ用意され、１つは
反射シール５１を１枚も貼っていないもの、１つは反射
シール５１を１枚所定の位置に貼ったもの、１つは反射
シール５１を２枚所定の位置に貼ったもの、１つは反射
シール５１を３枚所定の位置に貼ったものであり、駆動
部４０には前記反射シール５１を読み取る反射型センサ
４１が所定位置に３つ配置されている。
【００３７】したがって、前記周波数指定部材５０を配
置したコネクタ部３ｂを駆動部４０に配置すると、図１
１（ｂ）に示すようにコネクタ部３ｂに配置された周波
数指定部材５０に貼られている反射シール５１が反射型
センサ４１で検知され、このことによって駆動周波数が
指定される。なお、前記周波数指定部材５０が前記コネ
クタ部３ｂに対して所定の位置関係で配置されるように
両部材には図示しない位置決め機構が設けられている。
【００３８】このことにより、従来型の超音波観測部１
Ａを用いた場合でも、超音波プローブ３に対して周波数
指定部材５０を適宜交換することによって、前記超音波
プローブ３の超音波振動子３ａを術者の所望する周波数
で駆動させて、複数の周波数の超音波断層像を得ること
ができる。
【００３９】なお、周波数を切り換えるために複数用意
した周波数指定部材５０をコネクタ部３ｂから着脱させ
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る代わりに、図１２に示すように１つの周波数指定部材
５２の外周面に例えば指定周波数毎に異なる４つの反射
シール５３ａ，５３ｂ，５３c，５３ｄを貼り、この４
つの反射シール５３ａ，５３ｂ，５３c，５３ｄの配列
の違いを駆動部４０に設けた前記反射型センサ４１で読
み取るようにしてもよい。
【００４０】このとき、前記周波数指定部材５２はコネ
クタ部３ｂに対して回動可能であり、周波数指定部材５
２とコネクタ部３ｂとの間に周波数指定部材５２を９０
°ずつ回転させて固定可能にするクリック機構部を設け
ている。このクリック機構部は、例えば前記コネクタ部
３ｂの外周面に周方向に規則的に配置した複数の凹部
と、この凹部に係入するボールを付勢するスプリングを
配した周波数指定部材５２に設けられたボール付きネジ
で構成されている。
【００４１】このことにより、従来型の超音波観測部１
Ａを用いた場合でも、超音波プローブ３のコネクタ部３
ｂに対して周波数指定部材５２を回動させるだけの簡単
な操作で、容易に前記超音波プローブ３の超音波振動子
３ａを術者の所望する周波数で駆動させて、複数の周波
数の超音波断層像を得ることができる。
【００４２】また、周波数指定部材５０とコネクタ部３
ｂとを所定位置関係に配置されるための位置決め機構を
例えば、図１３に示すようにコネクタ部３ｂに着脱自在
に設けられ位置決めピン５５で行うようにすることによ
り、位置決めピン５５の位置を例えば着色部又は斜線部
に替えることによって周波数の指定を行える。そして、
この位置決めピン５５と前記反射シール５１との組合せ
によっても周波数の指定を行える。
【００４３】図１４及び図１５は超音波診断装置にかか
り、図１４は超音波診断装置の他の構成を説明する図で
あり、図１５は超音波観測装置と位置測定装置との接続
構成を説明する図である。
【００４４】図１４及び図１５に示すように本実施形態
の超音波診断装置では、前記超音波観測部１に超音波内
視鏡６０が着脱自在に接続され、前記画像処理部２には
前記超音波内視鏡６０の挿入部６１内に挿通されて、先
端部に内蔵されている超音波振動子３ａの位置の検出を
行う位置センサ２７のコネクタ２７ａが接続される３次
元領域位置検出部となる位置測定装置２６が前記超音波
観測部１及び画像処理部２を備えた超音波観測装置７０
に着脱自在に設けられる構成になっている。
【００４５】図１５に示すように前記位置測定装置２６
には電源投入状態での着脱を前提にして設計された接続
部としてＵＳＢコネクタ２８ａを有する接続コード２８
が設けられており、このＵＳＢコネクタ２８ａを超音波
観測装置７０に接続配置することによって前記図１４に
示したように位置測定装置２６が接続される。
【００４６】なお、前記位置測定装置２６に接続されて
いる位置センサ２７は、センサケーブル部２７ｂとセン
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サ部２７ｃとで構成され、前記超音波内視鏡６０の鉗子
口６２から挿入されて挿入部６１の先端側からセンサ部
２７ｃが突出するようになっており、観察中に、位置セ
ンサ２７の位置情報及び超音波振動子３ａからのエコー
データが演算処理プロセッサ１４に入力され、この位置
情報に基づいて３次元の画像データの構築が行われる。
その他の構成は前記第１実施形態と同様であり、同部材
には同符合を付して説明を省略する。
【００４７】このように、位置測定装置と超音波観測装
置との接続部をＵＳＢコネクタによって行うことによ
り、超音波観測装置に電源が投入されている状態で位置
測定装置の抜き差しを行うことができる。
【００４８】また、ＵＳＢコネクタの有する特性を利用
してに複数のセンサを同時に接続することも可能にな
る。このことにより、センサの使い分けが容易になる。
【００４９】なお、位置測定装置と超音波観測装置とを
接続する接続コードの接続部をＵＳＢタイプで構成する
代わりに、電源投入状態での着脱を前提にして設計され
たＰＣＭＣＩＡカードタイプやＩＥＥＥ１３９４タイプ
で行うようにしてもよい。前記ＰＣＭＣＩＡカードタイ
プで行うことにより、上述した効果に加えてＰＣＭＣＩ
Ａスロットを有するノートＰＣをベースにした超音波診
断装置に簡単に位置センサの増設を行える。そして、Ｉ
ＥＥＥ１３９４タイプでは大量のデータの高速での転送
が可能であるので、データ量の多い高精度のセンサの使
用が可能になる。
【００５０】また、図１６に示すように例えば位置測定
装置２６の底面と超音波観測装置７０の天面とに赤外線
受発光部７１，７２を設け、この赤外線発光部７２と赤
外線受光部７１とで信号の送受を行うようにしてもよ
い。この構成により、接続コード２８を用いることなく
超音波観測装置７０の所定位置に位置測定装置２６を載
置する簡単な作業で接続を行える。
【００５１】また、図１７に示すように前記位置センサ
２７のコネクタ２７ａ及び前記位置測定装置２６に赤外
線受発光部を設けることにより、センサケーブル部２７
ｂの基端に設けられているコネクタ２７ａを位置測定装
置２６に装着する簡単な作業で、位置センサ２７の接続
を行えるようにしてもよい。
【００５２】尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに
限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲
で種々変形実施可能である。
【００５３】［付記］以上詳述したような本発明の前記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００５４】（１）超音波を送受波する広帯域超音波振
動子を有する超音波プローブと、前記広帯域超音波振動
子に付与する駆動周波数を変化させて供給するととも
に、この広帯域超音波振動子から発せられた超音のエコ
ー信号を受信してエコーデータを得る送受信部と、この

10
送受信部で得られたエコーデータを記憶する記憶手段
と、前記送受信部で発生された駆動周波数の変化を制御
するとともに、この駆動周波数の変化に対応させて前記
エコーデータを前記記憶手段に記憶させる制御を行う制
御手段と、前記記憶制御手段に駆動周波数に対応して記
憶されているエコーデータを、それぞれの駆動周波数の
超音波断層像に生成する画像処理手段と、を備えた超音
波診断装置。
【００５５】（２）超音波を送受波する広帯域超音波振
動子を有する超音波プローブと、この超音波プローブに
設けられている広帯域超音波に送信する駆動周波数を指
定する周波数指定別手段と、この周波数指定手段の指示
する周波数を識別する周波数識別手段と、この周波数識
別手段からの指示信号に基づいて、前記超音波振動子に
付与する駆動周波数を変化させて供給するとともに、こ
の広帯域超音波振動子から発せられた超音波のエコー信
号を受信してエコーデータを得る送受信部と、この送受
信部で得られたエコーデータを記憶する記憶手段と、前
記周波数識別手段からの指示信号に基づいて、前記送受
信部で発生させる駆動周波数を変更させる制御を行うと
ともに、この駆動周波数の変化に対応させて前記エコー
データを前記記憶手段に記憶させる制御を行う制御手段
と、前記記憶制御手段に駆動周波数に対応して記憶され
ているエコーデータを、それぞれの駆動周波数の超音波
断層像に生成する画像処理手段と、を備えた超音波診断
装置。
【００５６】（３）前記駆動周波数をヘリカル走査１走
査毎に変化させる付記１記載の超音波診断装置。
【００５７】（４）前記駆動周波数をラジアル１走査毎
に変化させる付記１記載の超音波診断装置。
【００５８】（５）前記駆動周波数を音線毎に変化させ
る付記１記載の超音波診断装置。
【００５９】（６）前記周波数指定手段は、前記超音波
プローブに対して交換可能である付記２記載の超音波診
断装置。
【００６０】（７）前記周波数指定手段は、前記超音波
プローブに対して回転可能である付記２記載の超音波診
断装置。
【００６１】（８）前記周波数指定手段は、位置決めピ
ンである付記２記載の超音波診断装置。
【００６２】（９）生体へ超音波を送受波して走査を行
い、得られたエコーデータを３次元領域位置検出部を用
いて、３次元領域のエコーデータとして認識して生体内
の超音波画像を３次元的に表示する超音波画像装置にお
いて、前記３次元領域位置検出部と、超音波観測装置と
の接続部を、電源投入状態での着脱を前提にして設計さ
れた接続機構で構成した超音波画像装置。
【００６３】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、超
音波の周波数を変化させて超音波走査することで、分解
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能を優先させたエコーデータや深達度を優先させたエコ
ーデータを得ることによって、より診断に有効な超音波
断層像の表示が可能で、かつ取扱いが容易な超音波診断
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図１０は本発明の第１実施形態に係
り、図１は超音波診断装置の構成を示すブロック図
【図２】超音波プローブと駆動部とを説明する図
【図３】超音波振動子に供給する駆動周波数の変化を説
明する図
【図４】モニタ画面上に表示される超音波断層像の表示
例を説明する図
【図５】２種類の周波数で得られた超音波断層像をモニ
タ上に表示する際のフローチャート
【図６】４種類の周波数で得られた超音波断層像をモニ
タ上に表示する際の１例を示すフローチャート
【図７】４種類の周波数の超音波断層像を合成すること
を示す図
【図８】モニタ画面上に表示される超音波断層像の表示
例を説明する図
【図９】４種類の周波数で得られた超音波断層像をモニ
タ上に表示する際の他の例を示すフローチャート
【図１０】モニタ画面上に表示される立体的な超音波断*

12
*層像の表示例を説明する図
【図１１】図１１ないし図１４は本発明の第２実施形態
にかかり、図１１は超音波診断装置の概略構成及び周波
数設定部材と反射型センサとの関係を説明する図
【図１２】周波数設定部材の他の構成例を示す図
【図１３】周波数設定部材の別の構成を示す図
【図１４】超音波診断装置の他の構成を説明する図
【図１５】超音波観測装置と位置測定装置との接続構成
を説明する図
【図１６】超音波観測装置と位置測定装置との他の接続
構成を説明する図
【図１７】位置センサと位置測定装置との接続部を説明
する図
【図１８】従来の超音波診断装置の一構成例を示す図
【符号の説明】
１…超音波観測部
３…超音波プローブ
３ａ…超音波振動子（広帯域振動子）
５…送受信部
６…フレームメモリ
１０…システムコントローラ
１２…主記憶装置
１４…演算処理プロセッサ

【図１】 【図９】
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【図２】 【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】

【図１２】

【図１３】
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【図１０】 【図１１】

【図１４】 【図１７】
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【図１５】 【図１６】

【図１８】
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